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居宅介護支援事業重要事項説明書 

 

 

  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項

は、次のとおりです。 

 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 尼崎都市美化推進企業組合 

主たる事務所の所在地 〒660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目8番30号 

代表者（職名・氏名） 理事長 三嶋 俊一 

設 立 年 月 日 昭和 59 年 11 月 26 日 

電 話 番 号 06-6488-1341 

 

２．ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 ケアプランセンター くるみ 

事 業 所 の 所 在 地 〒660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目8番30号 

電 話 番 号 06-6488-1343 

指定年月日・事業所番号 令和 5 年 1 月 1 日指定 2873013698 

管 理 者 の 氏 名 鈴木   幸 

通常の事業の実施地域 尼崎市 西宮市 伊丹市 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護者等からの相談に応じ、また要介護者がその心身の状況や置かれ 

ている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス 

又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計 

画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サー 

ビス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜を行うことを目 

的とする。 

運営の方針 

利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで 

きるように配慮して事業を行う。 

利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの

選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業

者か総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に

提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業

者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。 

事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援セン
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ター、地域包括支援センター他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等

との連携に努める。 

利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、従業員に対し研修を実施する等の処置を講じる。 

介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報を活用し、適

切かつ有効に行うよう努める。 

尼崎市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める内容を厳守し、事業を実施するも

のとする。 

 

４．営業日時 

営 業 日 
月曜日～金曜日 （但し祝日 8月13日～8月15日 12月29日日～1月3日

を除く） 

営 業 時 間 ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間 ８：３０～１７：３０ 

その他 
上記の営業日、営業時間のほか、電話等により２４時間常時連絡が可能 

な体制とする。 

 

５．事業所の職員体制 

管  理  者 鈴木   幸 

 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

管 理 者 常勤 １人 

介 護 支 援 専 門 員 1人以上 

事務職員 １人 

 

６．居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について 

※地域単価 １０．７０円（５級地） 

居宅介護支援の内容 提供方法 
介護保険

適用有無 

利用料 

（月額） 

利用者負担額 

（介護保険適用の場合） 

① 居宅サービス計画

の作成・サービス

担当者会議の実施  

別紙に掲げる 

「居宅介護支

援業務の実施

方法等につい

て」を参照下

さい。 

左の①～

⑦の内容

は、居宅

介護支援

の一連業

務とし

て、介護

保険の対

象となる

下表のとおり 介護保険適用となる場合

には、利用料を支払う必

要がありません。 

（全額介護保険により負

担されます。） 

② 居宅サービス事業

者との連絡調整  
③ サービス実施状況

把握、評価  

④ 利用者状況の把握  

⑤ 給付管理  
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⑥ 要介護認定申請に

対する協力、援助  

もので

す。 

⑦ 相談業務  

 

2021.4 現在 

要介護度区分 

 

取扱い件数区分 

要介護１・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員１人に当りの

取扱件数が 45 未満の場合 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 

（単位数 1,086） 

11，620 円 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 

（単位数 1,411） 

15，097 円 

一定の ICT 等を活用又は事務職員の配置を行っている 

介護支援専門員１人に当りの

取扱件数が 50 未満の場合 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ） 

（単位数 1,032） 

11,042 円 

居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ） 

（単位数 1,411） 

15,097 円 

 

※ 当事業所が運営基準減算（居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算）に該当する場合は、

上記金額の 50／100 となります。また 2 ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。 

※ 特定事業所集中減算（居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算）に該当す

る場合は、上記金額より約 2,000 円を減額することとなります。 

※ 居宅介護支援費については 44 件 

規定の人数を超える場合は、居宅介護支援費ⅱ又はⅲを算定します。 

 

2021.4 現在 

 

 加 算 加算額 加 算 加算額 

要
介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し 

 初 回 加 算   

（ 単 位 数  3 0 0 ） 
3,210 円／回 

通 院 時 情 報 連 携 加 算 

（ 単 位 数  5 0 ） 
５３５円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

（ 単 位 数  2 5 0 ） 
2,675 円／月 

 

緊急時等居宅カンファレンス加算 

（単位数  200） 
2,140 円／回 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

（ 単 位 数  2 0 0 ） 
2,140 円／月 

退 院 ・ 退 所 加 算 

（単位数 連携１回 450  

     連携２回 600） 

 

4,815 円／回 

6,420 円／回 

 

退 院 ・ 退 所 加 算 

（単位数 連携１回 600  

      連携２回 750  

    連携３回 900） 

 

    6,420 円／回 

8,025 円／回 

9,630 円／回 

特定事業所 医療介護連携加 算 

（ 単 位 数  1 2 5 ）  
1,337 円 

ターミナルケアマネジメント加算 

（ 単 位 数  4 0 0 ） 
4,280 円 

 

 

 



  2024.4 版 

  4 / 9 

 

７．その他の費用について 

交通費 

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規定の定めに基づ

き、交通費の実費（公共交通機関等の交通費）を請求いたします。 

なお、自動車を使用した場合は片道おおむね10km未満は300円、おおむね  

10km以上は500円を請求いたします。 

 

８．利用者の居宅への訪問頻度の目安 

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 

利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも１月に１回 

※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不
可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問す
ることがあります。 

 

 

９．居宅介護支援の提供にあたって 

（1） 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変

更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けて

いる要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとし

ます。 

（3） 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとします。 

（4） 利用者及びその家族は、当事業者に対して、居宅サービス計画に位置付ける居宅サービス事業

所について、複数の事業所の紹介を求めたり、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理

由を求めたりすることができます。 

（5） 事業所で過去６か月以内に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用

具貸与、地域密着型通所介護の各サービスの利用割合と、各サービスが同一事業者によって提

供されたものの割合等について説明を行います。 

 

 

１０．衛生管理等について 

(1)従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な

管理に努めます。 

(2)事業所内で感染症が発生の予防及びまん延を防ぐため、次の対策を講じます。 

①感染症対策を検討する委員会を六か月に一回以上開催し、その結果を周知します。 

②感染症対策の指針を整備します。 

③従業者に対して定期的に研修及び訓練を実施します。 
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１１．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記

の主治医及び家族等に連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

 

 

－    － 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

            （      ） 

－    － 

 

１２．事故発生時の対応 

 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、く

すのき広域連合等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償

を速やかに行います。 

 なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

保 険 名 超ビジネス保険 

補償の概要 

身体・財物共通 

受託物 

受託物（現金等貴重品） 

人格権侵害 

経済的損失 

徘徊時賠償 

事故対応特別費用 

被害者対応費用 

 

１３．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 
電話番号  06 – 6488 - 1343 

面接場所 当事業所の相談室 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

尼崎市役所 健康福祉局 

福祉部 介護保険事業担当 

所 在 地 尼崎市東七松町 1丁目 23 番 1 号 

     (尼崎市役所内 本庁北館 3階) 

電話番号 06 – 6489 – 6343 

FAX番 号 06 – 6489 – 7505 

受付時間  午前９時～午後５時30分 

兵庫県国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

所 在 地 神戸市中央区三宮町 1 丁目 9番 

1-1801 号(センタープラザ内 16F) 

電話番号 

FAX 番号 
078 – 332 - 5617 

受付時間 午前８時 45 分～午後５時 15 分 
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１４．秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

（２）個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用

者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得

ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電

磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三

者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開

示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の

達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は

利用者の負担となります。) 

 

 

１５．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者は下記のとおりです。 

虐待防止に関する担当者 管理者   鈴木   幸 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 利用者及びその家族等からの苦情処理体制を整備しています。 

（4） 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知し

ます。 

（5） 虐待防止のための指針を整備します。 

（6） 虐待防止を啓発･普及するための研修を従業者に対して年 6回実施しています。 

（7） 事業者は、サービス提供中に、従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者

を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。 

 

 

１６．身体的拘束等の原則禁止について 

（1）事業者(運営法人を営む)は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を

制限する行為(以下、「身体的拘束等」という。)を行いません。 

（2）事業者(運営法人を営む)は、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録しま

す。 

 

 

１７.ハラスメント対策 

（1）事業者(運営法人を営む)は、適切な指定介護予支援の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じるものとします。 

（2）パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメン

ト)の防止のため、適切な対応をするために必要な体制の整備を行います。 
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１８．身分証携行義務 

介護支援専門員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を

求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     令和   7 年      月    日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

事 業 者  所在地 兵庫県尼崎市長洲西通２丁目８番３０号 

事業者（法人）名 尼崎都市美化推進企業組合 

代表者・氏名 理事長 三嶋 俊一              

説明者・氏名             

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

 

        利 用 者  住 所   

              氏 名    

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所 

氏 名                  

本人との続柄 
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（別 紙） 居宅介護支援業務の実施方法等について 

 

1 居宅介護支援業務の実施 

① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるも

のとします。 

② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 

2 居宅サービス計画の作成について 

① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立

場の十分な理解と課題の把握に努めます。 

イ 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者

等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。 

ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏

るような誘導または指示を行いません。 

エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供

となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。 

② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を

希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。 

③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利

用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。 

ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づ

く居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。 

イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事

業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。 

3 サービス実施状況の把握、評価について 

① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把

握（以下「モニタリング」という。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定

居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続

的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとと

もに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。 

③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態

を定期的に評価します。 

④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、

または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介

護保険施設に関する情報を提供します。 

4 居宅サービス計画の変更について 

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変

更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この

居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。 

5 給付管理について 

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険

団体連合会に提出します。 
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6 要介護認定等の協力について 

① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変

更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 

② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行

います。 

7 居宅サービス計画等の情報提供について 

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が

円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって

応じます。 

8 電磁的記録等 

① 事業者は、居宅介護支援に係る書面の保存方法として、電磁的方法により行うことができます。 

② 事業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定

されている又は想定されるものについては、利用者等相手方の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法により行うことができます。 

 


